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  市民・事業者アンケート調査結果 

   アンケート調査の概要   

    市民、事業者の意向を把握し、大田原市環境基本計画（第二次）策定の基礎資料とするため、

市民、事業者を対象としてアンケート調査を実施しました。 

    調査時期：平成 27 年 7 月 

    対  象：市  民  市内在住の 18 歳以上 3,000 人を無作為に抽出 

         事 業 者   市内の事業者 300 社を無作為に抽出 

    実施方法：郵送による発送と回収 

   市民アンケート結果 

    配 布 数：3,000 人 

    回 答 数：1,155 人 

    回 収 率：38.5％ 

 

 質問 1 回答者について 

 （1）性別                  （2）年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （3）地区                  （4）居住年数 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

大田原地区

75.5%

湯津上地区

6.2%

黒羽地区

17.7%

未回答

0.6%

1～5年

6.3%
6～10年

6.0%

11～20年

9.3%

21年以上

78.1%

未回答

0.3%

10歳代

1.5% 20歳代

5.0%

30歳代

10.3%

40歳代

12.0%

50歳代

17.1%60歳代

25.5%

70歳代以上

28.4%

未回答

0.2%

男

44.3%女

55.4%

未回答

0.3%



 

60 

 

資料編 

 

 質問 2 大田原市の環境について。 

     「以前と変わらずきれい」、「きれいになってきた」との回答が全体の 68％を占め、「以前と

変わらず汚い」、「汚れてきた」との回答の 13％を大きく上回る結果となっています。 

     前回のアンケート調査結果と比較すると、「きれいになってきた」との回答が36％から53％

に増え、「汚れてきた」との回答は 16％から 8％に減っており、環境の改善を感じている市民

が増えていると考えられます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.8%

36.2%

9.2%

16.4%

5.1%

14.0%

1.3%

以前と変わらずきれい きれいになってきた 以前と変わらず汚い

汚れてきた その他 わからない

未回答

以前と変わ
らずきれい

きれいに
なってきた

以前と変わ
らず汚い

汚れてきた その他 わからない 未回答

回答（人） 180 607 55 92 80 133 8

割合（％） 15.6 52.5 4.8 8.0 6.9 11.5 0.7

15.6%

52.5%

4.8%

8.0%

6.9%

11.5%

0.7%

以前と変わらずきれい きれいになってきた 以前と変わらず汚い

汚れてきた その他 わからない

未回答
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   ○年代別 

     年代別では、どの世代も「きれいになってきた」との回答が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○地区別 

地区別では、大田原地区及び黒羽地区で「きれいになってきた」との回答が多くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

124

482

39

63

57

19

31

3

6

7

37

93

11

23

16

0 200 400 600

以前と変わらずきれい

きれいになってきた

以前と変わらず汚い

汚れてきた

その他

（人）

大田原地区 湯津上地区 黒羽地区

8

15

18

21

40

29

49

2

20

54

69

84

172

206

2

1

2

4

15

17

14

1

9

11

11

19

27

14

0

8

11

16

15

20

10

0 50 100 150 200 250

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

（人）

以前と変わらずきれい きれいになってきた

以前と変わらず汚い 汚れてきた

その他
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 質問 3 質問 2 できれいと回答した方がどのような点に満足していますか。（複数回答） 

     満足している点としては、「緑が多い」が最も多く、次いで「空気がきれい」、「ごみが散ら

かっていない」となっています。 

     前回アンケート調査結果では、「空気がきれい」、「緑が多い」が最も多く、次いで「静かで

ある」となっています。「ごみが散らかっていない」は、前回よりも満足しているの回答が大

きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空気がきれ
い

緑が多い 静かである
河川がきれ
い

ごみが散ら
かっていな
い

野生動物が
多い

市民のマ
ナーが良い

虫が多い
害虫や害獣
がいない

わからない その他

回答（人） 428 487 365 296 412 85 136 81 82 11 49

割合（％） 37.1 42.2 31.6 25.6 35.7 7.4 11.8 7.0 7.1 1.0 4.2

37.1

42.2

31.6

25.6

35.7

7.4

11.8

7.0

7.1

1.0

4.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

空気がきれい

緑が多い

静かである

河川がきれい

ごみが散らかっていない

野生動物が多い

市民のマナーが良い

虫が多い

害虫や害獣がいない

わからない

その他

（％）

27.8

27.8

17.8

12.7

12.1

2.4

2.4

2.2

0.3

0.3

1.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

空気がきれい

緑が多い

静かである

河川がきれい

ごみが散らかっていない

野生動物が多い

市民のマナーが良い

虫が多い

害虫や害獣がいない

わからない

その他

（％）
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 質問 4 質問 2 で汚いと回答した方がどのような点に不満がありますか。（複数回答） 

     満足していない点としては、「ごみが散乱するようになったから」が最も多く、次いで「市

民のマナーが悪くなったから」、「河川が汚れてきたから」となっています。 

     前回アンケート調査結果では、「ごみが散乱するようになったから」が最も多く、次いで「市

民のマナーが悪くなったから」、「河川が汚れてきたから」となっており、満足していない点は、

今回の調査結果と変わりませんが、不満全体の割合は少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ごみが散乱
するように
なったから

市民のマ
ナーが悪く
なったから

河川が汚れ
てきたから

自動車が増
えたから

緑がなく
なったから

空気が悪く
なったから

騒音振動が
激しくなっ
たから

悪臭がする
ようになっ
たから

野生動物や
虫が少なく
なったから

害虫や害獣
が増えたか
ら

わからない その他

回答（人） 85 65 53 41 23 10 36 17 27 35 1 25

割合（％） 7.4 5.6 4.6 3.5 2.0 0.9 3.1 1.5 2.3 3.0 0.1 2.2

7.4

5.6

4.6

3.5

2.0

0.9

3.1

1.5

2.3

3.0

0.1

2.2

0.0 5.0 10.0 15.0

ごみが散乱するようになったから

市民のマナーが悪くなったから

河川が汚れてきたから

自動車が増えたから

緑がなくなったから

空気が悪くなったから

騒音振動が激しくなったから

悪臭がするようになったから

野生動物や虫が少なくなったから

害虫や害獣が増えたから

わからない

その他

（％）

12.9

10.5

7.5

5.4

3.2

3.0

3.0

1.6

1.3

1.3

0.0

1.3

0.0 5.0 10.0 15.0

ごみが散乱するようになったから

市民のマナーが悪くなったから

河川が汚れてきたから

自動車が増えたから

緑がなくなったから

空気が悪くなったから

騒音振動が激しくなったから

悪臭がするようになったから

野生動物や虫が少なくなったから

害虫や害獣が増えたから

わからない

その他

（％）
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 質問 5 大田原市の将来について。（複数回答） 

     大田原市の将来としては、「自然豊かなまち」を望む声が最も多く、次いで「安心して働け

るまち」、「災害のないまち」となっています。 

     前回アンケート調査結果では、「自然豊かなまち」が最も多く、次いで「安心して働けるま

ち」、「公害のないまち」となっていました。東日本大震災の発生を受け、「災害のないまち」

を望む声が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.0

66.4

59.1

36.5

61.6

42.2

34.2

0.9

4.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

自然豊かなまち

安心して働けるまち

公害のないまち

便利で近代的なまち

災害のないまち

伝統を大事にするまち

交通渋滞のないまち

わからない

その他

（％）

62.3

38.5

26.4

19.4

17.0

12.9

6.2

0.3

4.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

自然豊かなまち

安心して働けるまち

公害のないまち

便利で近代的なまち

災害のないまち

伝統を大事にするまち

交通渋滞のないまち

わからない

その他

（％）

自然豊かな
まち

安心して働
けるまち

公害のない
まち

便利で近代
的なまち

災害のない
まち

伝統を大事
にするまち

交通渋滞の
ないまち

わからない その他

回答（人） 797 767 683 421 712 487 395 10 56

割合（％） 69.0 66.4 59.1 36.5 61.6 42.2 34.2 0.9 4.8
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   ○年代別 

     年代別では、各世代とも「自然豊かなまち」、「安心して働けるまち」が多くなっています。

10 歳代、50 歳代、60 歳代、70 歳代以上では、「自然豊かなまち」、20 歳代、30 歳代、

40 歳代では「安心して働けるまち」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12

11

10

9

8

6

8

27

34

31

27

21

18

14

78

92

76

47

75

42

38

78

98

75

60

78

54

47

147

145

107

65

131

79

69

226

199

173

88

179

128

98

229

188

211

125

220

160

121

0 50 100 150 200 250

自然豊かなまち

安心して働けるまち

公害のないまち

便利で近代的なまち

災害のないまち

伝統を大事にするまち

交通渋滞のないまち

（人）

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上



 

66 

 

資料編 

 

   ○地区別 

     地区別では、各地区とも「自然豊かなまち」、「安心して働けるまち」、「災害のないまち」の

順番となっており、地区による違いは見られませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問 6 日常生活の中での環境保全に向けた取り組み状況について。 

     “取り組んでいる”との回答が最も多かったのは、「ごみの分別を徹底している」で、「地区

などで行う資源物の集団回収に協力している」、「買い物にマイバッグを持参しレジ袋はもらわ

ない」、「家庭菜園を行っている」、「家電を使用しないときはコンセントを抜くようにしている」

が 50％を超えています。“取り組んでいない”の回答は、「廃油からの石けん作り」や「環境

家計簿をつけている」が多くなっています。 

     日常生活の中で取り組め節約につながる項目は、多くの市民が取り組んでいますが、それ以

外の項目については、低い傾向となっています。 

     どの項目にも“今後取り組みたいと考えている”の回答をしている市民が見られることから、

啓発活動により環境保全へ向けた取り組みが推進されると考えられます。 

     前回のアンケート調査結果では、「ごみの分別を徹底している」が最も多く、次いで「家電

を使用しないときはコンセントを抜くようにしている」、「地域の清掃」となっています。調査

したすべての項目で、“取り組んでいる”との回答が前回よりも増えており、環境保全へ向け

た取り組みが市民の日常生活に広く浸透していると考えられます。 

 

 

 

 

  

598

585

529

315

544

364

321

54

44

38

25

43

30

19

143

135

113

79

123

91

53

0 200 400 600 800

自然豊かなまち

安心して働けるまち

公害のないまち

便利で近代的なまち

災害のないまち

伝統を大事にするまち

交通渋滞のまち

（人）

大田原地区 湯津上地区 黒羽地区

地域の清掃
環境ボラン
ティアへの所
属

公園、山、川
の清掃

廃油からの石
けん作り

牛乳パックか
らの紙作り

生ごみからの
たい肥作り

家庭菜園を
行っている

環境家計簿を
つけている

家電を使用し
ないときはコ
ンセントを抜
くようにして
いる

節水コマを使
用するなど節
水に心がけて
いる

ごみの分別を
徹底している

買い物にマイ
バッグを持参
しレジ袋はも
らわない

牛乳パックや
食品トレイな
どの店頭回収
を利用してい
る

地区などで行
う資源物の集
団回収に協力
している

取り組んでいる 63.8 6.5 23.8 1.0 6.5 22.1 53.9 5.4 53.3 37.7 88.5 66.8 39.6 71.0

取り組んでいな
い

20.6 71.7 53.5 81.8 74.0 56.9 29.7 79.0 29.1 40.2 4.0 17.8 41.9 17.4

今後取り組みた
いと考えている

8.2 11.0 11.3 5.8 6.8 10.6 8.7 3.5 9.8 12.0 1.9 8.7 9.4 4.4

未回答 7.4 10.8 11.4 11.4 12.7 10.4 7.7 12.1 7.8 10.1 5.6 6.7 9.1 7.2
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前回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.6

0.5

5.1

0.3

1.1

14.3

20.2

0.5

28.6

9.2

59.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

地域の清掃

環境ボランティアへの所属

公園、山、川の清掃

廃油からの石けん作り

牛乳パックからの紙作り

生ごみからのたい肥作り

家庭菜園を行っている

環境家計簿をつけている

家電を使用しないときはコンセント

を抜くようにしている

節水コマを使用するなど節水に心が

けている

ごみの分別を徹底している

（％）

63.8 

6.5 

23.8 

1.0 

6.5 

22.1 

53.9 

5.4 

53.3 

37.7 

88.5 

66.8 

39.6 

71.0 

20.6 

71.7 

53.5 

81.8 

74.0 

56.9 

29.7 

79.0 

29.1 

40.2 

4.0 

17.8 

41.9 

17.4 

8.2 

11.0 

11.3 

5.8 

6.8 

10.6 

8.7 

3.5 

9.8 

12.0 

1.9 

8.7 

9.4 

4.4 

7.4 

10.8 

11.4 

11.4 

12.7 

10.4 

7.7 

12.1 

7.8 

10.1 

5.6 

6.7 

9.1 

7.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

地域の清掃

環境ボランティアへの所属

公園、山、川の清掃

廃油からの石けん作り

牛乳パックからの紙作り

生ごみからのたい肥作り

家庭菜園を行っている

環境家計簿をつけている

家電を使用しないときはコンセントを抜くようにして

いる

節水コマを使用するなど節水に心がけている

ごみの分別を徹底している

買い物にマイバッグを持参しレジ袋はもらわない

牛乳パックや食品トレイなどの店頭回収を利用してい

る

地区などで行う資源物の集団回収に協力している

取り組んでいる 取り組んでいない 今後取り組みたいと考えている 未回答
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 質問 7 環境保全と生活の便利さの考え方について。 

     「環境の保全と、便利な生活を両立したい」との回答が 75％を超えており、市民の環境保

全へ向けた生活への関心は高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問 8 地球温暖化防止に向けた取り組み状況について。 

     “取り組んでいる”との回答が最も多かったのは、「照明はこまめに消す」で、次いで「詰

め替え商品を使っている」、「シャワーを出しっぱなしにしない」となっています。取り組んで

いるとの回答が 50％を超えた項目は 10 項目となりました。 

     “取り組んでいない”との回答が多かったのは、「太陽熱温水器の導入」、「公共交通機関を

積極的に利用している」、「蓄電池の導入」、「太陽光発電システムの導入」で 60％を超えてい

ます。 

     日常生活の中で取り組め、節約につながる項目は、多くの市民が取り組んでいますが、初期

投資が必要な項目については、取り組みが進んでいません。また「公共交通機関を積極的に利

用している」については、今後の交通機関の整備が必要と思われます。 

どの項目にも、”今後取り組みたいと考えている”の回答をしている市民が見られることか

ら、啓発活動による意識向上や補助制度により地球温暖化防止へ向けた取り組みが推進される

と考えられます。 

 

 

 

  

環境に良くないと
しても、便利で快
適な生活を変えた
くない

環境に良くないと
しても、便利で快
適な生活をあまり
変えたくない

環境の保全と、便
利な生活を両立し
たい

便利で快適な生活
よりも、環境の保
全を優先した生活
を送りたい

なによりも、環境
の保全を最優先し
た生活を送りたい

未回答

回答（人） 14 30 887 115 57 52

割合（％） 1.2 2.6 76.8 10.0 4.9 4.5

1.2% 2.6%

76.8%

10.0%

4.9%

4.5%
環境に良くないとしても、便利

で快適な生活を変えたくない

環境に良くないとしても、便利

で快適な生活をあまり変えたく

ない
環境の保全と、便利な生活を両

立したい

便利で快適な生活よりも、環境

の保全を優先した生活を送りた

い
なによりも、環境の保全を最優

先した生活を送りたい

未回答
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照明はこまめ
に消す

冷暖房温度の

設定を控えめ
にしている

冷暖房効果を

高めるよう工
夫している

エアコンの
フィルターを
こまめに掃除
している

風呂の残り湯

を洗濯などに
利用している

シャワーを出

しっぱなしに
しない

詰め替え商品
を使っている

冷蔵庫の詰め
すぎや必要以

上に開閉をし
ないようにし
ている

自転車の利用

や徒歩を心が
けている

公共交通機関

を積極的に利
用している

急発進・急加
速をしない

取り組んでいる 84.4 78.7 60.2 40.8 42.7 78.6 81.1 70.3 31.9 10.3 74.7

取り組んでいな
い

4.1 6.2 15.1 27.2 39.7 6.4 5.9 9.8 42.0 66.9 7.3

今後取り組みた

いと考えている
1.7 2.8 8.4 15.1 4.7 2.8 1.5 8.0 13.1 9.1 2.3

未回答 9.8 12.3 16.3 16.9 12.9 12.2 11.5 11.9 13.0 13.7 15.7

タイヤの空気

圧を適正にし
ている

アイドリング

ストップを心
がけている

余分な買い物
をしない

省エネルギー

型の家電の購
入

太陽熱温水器
の導入

太陽光発電シ
ステムの導入

エネファー
ム、エコウイ

ル、エコ
キュートなど
の導入

蓄電池の導入

ハイブリッド
車、電気自動
車などの自動
車の購入

住宅の窓や外

壁の断熱構造
化

照明のLEDへ
の切り替え

取り組んでいる 72.6 50.0 61.6 47.2 9.7 10.1 17.7 4.1 16.5 28.2 47.9

取り組んでいな
い

8.3 25.2 11.3 19.5 67.9 64.5 55.2 66.7 49.5 44.7 20.9

今後取り組みた

いと考えている
3.3 7.1 15.6 18.6 7.3 10.1 10.4 12.2 17.3 11.7 18.7

未回答 15.8 17.7 11.5 14.7 15.1 15.3 16.7 17.0 16.7 15.4 12.5

84.4

78.7

60.2

40.8

42.7

78.6

81.1

70.3

31.9

10.3

74.7

72.6

50

61.6

47.2

9.7

10.1

17.7

4.1

16.5

28.2

47.9

4.1

6.2

15.1

27.2

39.7

6.4

5.9

9.8

42.0

66.9

7.3

8.3

25.2

11.3

19.5

67.9

64.5

55.2

66.7

49.5

44.7

20.9

1.7

2.8

8.4

15.1

4.7

2.8

1.5

8.0

13.1

9.1

2.3

3.3

7.1

15.6

18.6

7.3

10.1

10.4

12.2

17.3

11.7

18.7

9.8

12.3

16.3

16.9

12.9

12.2

11.5

11.9

13.0

13.7

15.7

15.8

17.7

11.5

14.7

15.1

15.3

16.7

17.0

16.7

15.4

12.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

照明はこまめに消す

冷暖房温度の設定を控えめにしている

冷暖房効果を高めるよう工夫している

エアコンのフィルターをこまめに掃除している

風呂の残り湯を洗濯などに利用している

シャワーを出しっぱなしにしない

詰め替え商品を使っている

冷蔵庫の詰めすぎや必要以上に開閉をしないようにしている

自転車の利用や徒歩を心がけている

公共交通機関を積極的に利用している

急発進・急加速をしない

タイヤの空気圧を適正にしている

アイドリングストップを心がけている

余分な買い物をしない

省エネルギー型の家電の購入

太陽熱温水器の導入

太陽光発電システムの導入

エネファーム、エコウイル、エコキュートなどの導入

蓄電池の導入

ハイブリッド車、電気自動車などの自動車の購入

住宅の窓や外壁の断熱構造化

照明のLEDへの切り替え

取り組んでいる 取り組んでいない 今後取り組みたいと考えている 未回答
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 質問 9 地球温暖化対策で行政に望むことは何ですか。（複数回答） 

     行政に望むこととしては、税制の優遇や補助金などの支援と公共交通機関の利便性の確保が

多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問 10 大田原市が力を入れるべき環境政策について。（複数回答） 

     大田原市が力を入れる環境政策については、「不法投棄・ポイ捨て対策」が最も多く、次い

で「川やため池の水質保全」、「森林の保全・育成」、「川やため池の景観の保全・回復」、「土壌・

地下水汚染対策」となっています。分野別では、廃棄物に関すること、自然環境の保全に関す

ることが多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.2

49.1

43.5

25.2

17.0

23.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

太陽光発電やエネファーム等の設備導

入への補助金などの支援

ハイブリッド車や電気自動車の購入へ

の税制優遇などの支援

公共交通機関の利便性確保

地球温暖化防止に向けた取組などの環

境学習の充実

市民・事業者・行政の協働の場の提供

広報やインターネットによる情報提供

（％）

太陽光発電やエ
ネファーム等の
設備導入への補
助金などの支援

ハイブリッド車
や電気自動車の
購入への税制優
遇などの支援

公共交通機関の
利便性確保

地球温暖化防止
に向けた取組な
どの環境学習の
充実

市民・事業者・
行政の協働の場
の提供

広報やインター
ネットによる情
報提供

回答（人） 499 567 503 291 196 267

割合（％） 43.2 49.1 43.5 25.2 17.0 23.1

温室効果ガ
ス削減のた
めの取り組
み

オゾン層保

全のための
取組

大気汚染対
策

悪臭対策
騒音・振動
対策

地盤沈下対
策

川やため池
の水質保全

土壌・地下
水汚染対策

有害化学物
質対策

森林の保
全・育成

回答（人） 275 203 304 225 171 118 526 380 259 404

割合（％） 23.8 17.6 26.3 19.5 14.8 10.2 45.5 32.9 22.4 35.0

川やため池
の景観の保

全・回復

農用地の保
全

野生生物の
保護

環境教育・
環境学習

公園の整備
自然とふれ
あうイベン

トの開催

歴史文化的
遺産の保全

省エネル
ギーの促進

リサイクル
製品購入の

奨励

環境に配慮
した企業経

営の奨励

回答（人） 391 339 168 238 366 194 295 316 250 178

割合（％） 33.9 29.4 14.5 20.6 31.7 16.8 25.5 27.4 21.6 15.4

ごみ処理の
適正化

ごみの減量
化の推進

ごみリサイ
クルの推進

不法投棄・
ポイ捨て対
策

下水道や合
併処理浄化
槽の普及

放射線に関
する情報の
提供

環境への負
荷の少ない
交通に向け
た取組

大田原市独
自の地域エ
ネルギー開
発

大田原市の
環境・公害
に関する調
査・研究

環境に関す
る情報の提
供

回答（人） 368 357 338 612 299 342 184 245 207 192

割合（％） 31.9 30.9 29.3 53.0 25.9 29.6 15.9 21.2 17.9 16.6

環境ボラン
ティアへの
支援

周辺市町と
の連携

国際協力へ
の取組

その他

回答（人） 149 303 47 42

割合（％） 12.9 26.2 4.1 3.6
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23.8

17.6

26.3

19.5

14.8

10.2

45.5

32.9

22.4

35.0

33.9

29.4

14.5

20.6

31.7

16.8

25.5

27.4

21.6

15.4

31.9

30.9

29.3

53.0

25.9

29.6

15.9

21.2

17.9

16.6

12.9

26.2

4.1

3.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

温室効果ガス削減のための取り組み

オゾン層保全のための取組

大気汚染対策

悪臭対策

騒音・振動対策

地盤沈下対策

川やため池の水質保全

土壌・地下水汚染対策

有害化学物質対策

森林の保全・育成

川やため池の景観の保全・回復

農用地の保全

野生生物の保護

環境教育・環境学習

公園の整備

自然とふれあうイベントの開催

歴史文化的遺産の保全

省エネルギーの促進

リサイクル製品購入の奨励

環境に配慮した企業経営の奨励

ごみ処理の適正化

ごみの減量化の推進

ごみリサイクルの推進

不法投棄・ポイ捨て対策

下水道や合併処理浄化槽の普及

放射線に関する情報の提供

環境への負荷の少ない交通に向けた取組

大田原市独自の地域エネルギー開発

大田原市の環境・公害に関する調査・研究

環境に関する情報の提供

環境ボランティアへの支援

周辺市町との連携

国際協力への取組

その他

（％）
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 自由意見 

   家庭ごみを自宅の庭先や田畑で燃やしている。煙がくさく、洗濯物に臭いがついてしまったり、

のどの痛みなどもあり、健康被害や火事が心配。 

   ごみの焼却について、市の広報で呼びかけるとともに、厳しい対応をして欲しい。  

   農繁期のトラクターや田植えあとの舗装道路の泥汚れによるほこりで困っています。環境保全の

一環として、行政で指導の対応を考えて欲しい。 

   近くても車移動で排気ガスが多い。 

   大型トラックがエンジンかけたまま路上休憩し、弁当や灰皿のゴミを不法投棄しています。 

   畑や田んぼが多いため、春夏は肥料のにおいが強く、窓を開けることが出来ない。何か対策案は

ないものか。 

   牛堆肥や鶏糞のにおいがひどい。 

   焼肉店でモクモクと煙が店より出ているため、窓が開けられず、洗濯物も外に干せない。 

   大型トラックやトレーラーが自宅の交差点を猛スピードで通過していくので騒音がひどい。また

道路状態も悪いので余計に騒音がひどくなる。 

   夏にかけて暴走族が現れ騒音となります。特別な条例等により撲滅していただけると安心して暮

らしていけます。 

   夜間大きな声で話したり、騒いでいる人が大変迷惑です。 

   飲食店の換気扇の低周波音が気になります。 

   大田原市には菷川というすばらしい川があるのだから、水質をよくし、整備して観光の目玉にし

てもらいたい。 

   下水道の整備、合併処理浄化槽の普及を進めて欲しい。 

   野菜や飲料水等の放射線の測定を継続して欲しい。  

   道路や川へのポイ捨てが多く見られる。以前よりも良くなっているところもある。 

   不法投棄を見つけた場合の対応方法を周知して欲しい。 

   不法投棄の巡回パトロール、監視カメラを用いた監視の強化。 

   ごみ拾いイベントの継続や条例の強化による取り締まり。 

   ペットのフンの持ち帰りの周知徹底。 

   ごみの分別の徹底。拠点回収の周知。 

   レジ袋無料配布の中止に向けた取り組みの強化。 

   ごみ収集場所をきれいにして欲しい。 

   ごみ袋の大きさや販売枚数単位を見直して欲しい。 

   緑を増やして少しでも二酸化炭素が少なくなるようにしてほしい。 

   公用車も電気自動車、ハイブリッド車にできるだけする。 

   太陽光、風力、水力発電の推進。 

   電気自動車が安く手に入る時代が早くきてほしい。 

   何故美原の池を駐車場にしてしまったのかがかなり疑問です。小さな子供たちが散歩したり、水

鳥が飛来していたのにすごく残念です。 
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   太陽光発電のパネル設置が最近見られるようになったが、木を伐採して林や森をなくして作るの

は環境保全に反しているのではないかと思う。 

   畑や田んぼがどんどんなくなり、アパートがたち、緑も少なくなっているように感じます。 

   大田原市は自然に恵まれいい環境にある。この環境を維持できるよう無理な開発を導入しないで

欲しい。自然を維持しつつ人口の流出を止める産業の導入を検討してほしい。 

   川の生き物を守ってほしい。 

   ミヤコタナゴの楽園をアピールが不足していませんか。 

   季節によってカラスやシラサギが大量発生しています。 

   家庭菜園を荒らすタヌキ、キツネ、ハクビシン、キジ、ハト、カラスなど増えている。 

   空き家や耕作放棄地の対策 

   自転車や歩行者にもやさしい道路の整備。 

   渋滞する道路への右折車線や二車線化、信号の設置をして欲しい。 

   地震後のくぼみやひび割れの改修をして欲しい。 

   街路樹の剪定を行って欲しい。 

   道路脇の雑草が目立っている。 

   高齢化社会に向けての公共交通機関の充実が今後益々必要になると思います。 

   もっとお城山公園を積極的に市が管理してたくさんの市民が入りやすいようにしてほしい。 

   歩いていても、運転していても、灯が少なすぎて危ない。 

   大田原市は城下町なのですから，もっと古い建物とか文化の資料を市民に知らせて欲しいです。 

   街路樹（常緑）がもっとあれば気分的に余裕のある街づくりが出来ると思う。 

   子供たちが小さいときから環境問題や資源、サイクルについて考える機会を授業などで得られる

といいと思う。昔と今とで大田原の自然がどう変わってきたか研究して子供たちに教えてあげて

ほしい。 

   もっと身近に活動できるように環境ボランティアの普及啓発、企業・学校の取り組み状況などま

とめた環境広報誌の定期発行などして欲しい。 

   市民レベルで出来ることから始められるような簡単な事から参加できる取組をすすめてほしい。

地域、学校、広報等を通して環境に関する関心を持てるようなアピールをしたらいいと思う。 

   環境に対するこれからの計画や取り組みはとても良いことだと思います。一人ひとりの意識の改

革や行動により、時間はかかろうとも将来的には必ず良くなることと思います。 
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   事業者アンケート結果 

    配 布 数：300 社 

    回 答 数：133 社 

    回 収 率：44.3％ 

 

 質問 1 事業所について 

 （1）業種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （2）規模（従業員数）                （3）所在地 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

農業

2.3%

林業

0.8%
鉱業

0.0%

建設業

14.3%

製造業

14.3%

電気・ガス・熱

供給・水道業

3.8%
情報通信業

0.0%

運輸業

2.3%

卸売・小売業

24.1%金融・保険

業

2.3%

不動産業

2.3%

飲食店・宿泊業

2.3%

医療、福祉

9.0%

教育・学習支援

業

1.5%

複合サービス業

2.3% サービス業

15.8%

未回答

3.0%

10名未満

57.0%

10名～20名

21.8%

21名～50名

12.8%

51名～100

名

2.3%

101名以上

3.8%

未回答

2.3%

大田原地区

73.0%

湯津上地区

3.0%

黒羽地区

16.5%

未回答

7.5%
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 質問 2 環境に関する組織について。 

     環境に関する取り組みを組織的に実施している事業者は、「組織がある」19％と「社長や役

員が率先的に行っている」32％をあわせて 50.％となっています。 

     前回アンケート調査結果では、「組織がある」25％と「社長や役員が率先的に行っている」

23％をあわせて 48％となっており、環境に関する「組織がある」は、前回アンケート調査よ

りも低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

組織がある（認証
取得済み）

任意で組織を作っ
ている

組織はないが、社
長や役員が率先的
に行っている

個々の社員に任せ
てある

その他 未回答

回答（社） 22 3 42 47 11 8

割合（％） 16.5 2.3 31.6 35.3 8.3 6.0

18.1%

7.2%

22.5%
37.0%

1.4% 8.0%

5.8%
組織がある（認証取得済

み）

任意で組織を作っている

組織はないが、社長や役員

が率先的に行っている

個々の社員に任せてある

その他

わからない

未回答

16.5%

2.3%

31.6%
35.3%

8.3%

6.0%
組織がある（認証取得済

み）

任意で組織を作っている

組織はないが、社長や役員

が率先的に行っている

個々の社員に任せてある

その他

未回答
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 質問 3 環境に関する取り組みの内容について。 

     “取り組んでいる”との回答が最も多かったのは、「ごみの分別」で「商品、製品の過剰包

装に気をつけている」、「事業所の敷地などの緑化に取り組んでいる」、「従業員に対する環境教

育」が 50％を超えています。“取り組んでいない”の回答は、「事業所等を市民に開放し、環

境保全活動を理解してもらっている」、「環境報告書の作成」が 70％を超えています。事業活

動の中ですぐに取り組める項目については、多くの事業者が取り組んでいます。 

     前回のアンケート調査結果では、「ごみの分別」が最も多く、次いで「従業員に対する環境

教育」、「事業所の敷地などの緑化に取り組んでいる」となっています。調査したすべての項目

で、“取り組んでいる”との回答が前回よりも増えており、事業者の環境に対する意識が向上

していると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ごみの分別
従業員に対する

環境教育

事業所の敷地な
どの緑化に取り
組んでいる

環境配慮製品の
販売、使用

ISO14001、
エコアクション

21の取得

商品、製品の過
剰包装に気をつ

けている

地域の環境ボラ
ンティアへの参

加

事業所等を市民
に開放し、環境
保全活動を理解
してもらってい

る

環境報告書の作
成

取り組んでい
る

93.2 58.6 59.4 41.4 16.5 62.4 20.3 4.5 13.5

取り組んでい
ない

1.5 21.1 24.8 36.8 67.0 19.5 57.2 75.9 75.9

今後取り組み
たいと考えて
いる

0.0 10.5 6.8 11.3 6.0 3.8 13.5 9.8 0.8

未回答 5.3 9.8 9.0 10.5 10.5 14.3 9.0 9.8 9.8

93.2

58.6

59.4

41.4

16.5

62.4

20.3

4.5

13.5

1.5

21.1

24.8

36.8

67.0

19.5

57.2

75.9

75.9

10.5

6.8

11.3

6.0

3.8

13.5

9.8

0.8

5.3

9.8

9.0

10.5

10.5

14.3

9.0

9.8

9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ごみの分別

従業員に対する環境教育

事業所の敷地などの緑化に取り組んでいる

環境配慮製品の販売、使用

ISO14001、エコアクション21の取得

商品、製品の過剰包装に気をつけている

地域の環境ボランティアへの参加

事業所等を市民に開放し、環境保全活動を理解

してもらっている

環境報告書の作成

取り組んでいる 取り組んでいない 今後取り組みたいと考えている 未回答
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前回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.5

24.6

23.2

13.8

11.6

10.1

6.5

2.2

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

ごみの分別

従業員に対する環境教育

事業所の敷地などの緑化に取り組ん

でいる

環境配慮製品の販売、使用

ISO14001の取得

商品、製品の過剰包装に気をつけて

いる

地域の環境ボランティアへの参加

事業所等を市民に開放し、環境保全

活動を理解してもらっている

環境報告書の作成

(%)
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  ○規模別（従業員数） 

     規模別では、規模が大きい事業者ほど環境保全への取り組みが実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

97.2

61.2

70.1

35.3

6.1

70.8

16.2

2.9

3.0

100

59.3

51.9

51.9

14.8

76.0

25.0

7.4

17.9

100

87.5

64.7

71.4

43.8

80.0

20.0

6.7

43.8

100

66.7

33.3

66.7

66.7

50.0

66.7

0.0

66.7

100

80.0

100

80.0

80.0

80.0

60.0

20.0

40.0

0 20 40 60 80 100

ごみの分別

従業員に対する環境教育

事業所の敷地などの緑化に取り組んでいる

環境配慮製品の販売、使用

ISO14001、エコアクション21の取得

商品、製品の過剰包装に気をつけている

地域の環境ボランティアへの参加

事業所等を市民に開放し、環境保全活動を理

解してもらっている

環境報告書の作成

（％）

10名未満 10名～20名 21名～50名 51名～100名 101名以上
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 質問 4 地球温暖化防止に向けた取り組みについて。 

     “取り組んでいる”との回答が最も多かったのは、「不必要な照明の消灯」で、「冷暖房温度

の設定温度の管理」、「廃棄物の発生抑制」、「省エネルギー対応機器の導入」、「従業員への環境

教育」が 50％を超えています。“取り組んでいない”の回答は、「風力・小水力発電などの再

生可能エネルギーの導入」、「太陽光発電システムの導入」が 60％を超えています。事業活動

の中ですぐに取り組める項目については、多くの事業者が取り組んでいますが、設備投資が必

要な項目については取り組みが進んでいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

不必要な照明
の消灯

冷暖房温度の
設定温度の管

理

省エネルギー
対応機器の導

入

照明のLEDへ
の切り替え

太陽光発電シ
ステムの導入

風力・小水力
発電などの再
生可能エネル
ギーの導入

ハイブリッド
車、電気自動
車などの自動
車の導入

廃棄物の発生
抑制

物流の見直し
従業員への環

境教育
その他

取り組んでい
る

90.1 88.7 54.8 48.1 15.8 1.5 30.8 60.9 29.3 50.4 0.8

取り組んでい
ない

3.8 4.5 24.1 20.3 69.2 85.0 45.2 21.8 49.7 30.1 0.0

今後取り組み
たいと考えて
いる

0.8 0.8 12.8 25.6 7.5 6.0 16.5 9.0 10.5 12.8 0.0

未回答 5.3 6.0 8.3 6.0 7.5 7.5 7.5 8.3 10.5 6.8 99.2

90.1

88.7

54.8

48.1

15.8

1.5

30.8

60.9

29.3

50.4

3.8

4.5

24.1

20.3

69.2

85.0

45.2

21.8

49.7

30.1

0.8

0.8

12.8

25.6

7.5

6.0

16.5

9.0

10.5

12.8

5.3

6.0

8.3

6.0

7.5

7.5

7.5

8.3

10.5

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不必要な照明の消灯

冷暖房温度の設定温度の管理

省エネルギー対応機器の導入

照明のLEDへの切り替え

太陽光発電システムの導入

風力・小水力発電などの再生可能エネルギーの

導入

ハイブリッド車、電気自動車などの自動車の導

入

廃棄物の発生抑制

物流の見直し

従業員への環境教育

取り組んでいる 取り組んでいない 今後取り組みたいと考えている 未回答
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  ○規模別（従業員数） 

     規模別では、規模が大きい事業者ほど地球温暖化へ向けた取り組みが実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

94.4

94.3

55.1

48.6

20.3

1.4

29.0

59.4

26.9

47.8

92.9

92.9

59.3

46.4

10.7

3.6

14.3

74.1

44.4

46.4

100

94.1

81.3

70.6

12.5

0.0

68.8

81.3

33.3

82.4

100

100

33.3

33.3

66.7

0.0

66.7

66.7

33.3

66.7

100

100

80.0

60.0

0.0

0.0

40.0

80.0

40.0

80.0

0 20 40 60 80 100

不必要な照明の消灯

冷暖房温度の設定温度の管理

省エネルギー対応機器の導入

照明のLEDへの切り替え

太陽光発電システムの導入

風力・小水力発電などの再生可能エネルギー

の導入

ハイブリッド車、電気自動車などの自動車の

導入

廃棄物の発生抑制

物流の見直し

従業員への環境教育

（％）

10名未満 10名～20名 21名～50名 51名～100名 101名以上
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 質問 5 環境に関する今後の取り組み姿勢について。 

     環境に関する今後の取り組み姿勢は、「現状維持」が最も多く、次いで「現在より積極的に

行う」となっています。 

     前回アンケート調査結果では、「現在より積極的に行う」が最も多く、次いで「現状維持」

となっています。事業者の環境に関する取り組み姿勢は、前回調査結果よりも「現状維持」が

増え、「現在より積極的に行う」が低くなっています。環境保全に向けた取り組みは、以前よ

りも浸透し事業活動の中で通常に行われていると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在より積
極的に行う

現状維持
社会情勢を
見極めてか
ら行動する

今後とも取
り組む予定
なし

その他 未回答

回答（社） 40 59 25 2 3 4

割合（％） 30.1 44.3 18.8 1.5 2.3 3.0

30.1%

44.3%

18.8%

1.5%

2.3%
3.0%

現在より積極的に行う

現状維持

社会情勢を見極めてから行

動する

今後とも取り組む予定なし

その他

未回答

47.9%

29.0%

9.4%

0.7%

2.2%

6.5%

4.3%

現在より積極的に行う

現状維持

社会情勢を見極めてから行

動する

今後とも取り組む予定なし

その他

わからない

未回答
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  ○規模別（従業員数） 

     規模の違いによる大きな差は見られませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質問６ 環境への取り組みの障壁は何ですか。（複数回答） 

     環境への取り組みの障害として最も多い回答は、「資金不足」で、次いで「人材不足」、「時

間不足」となっています。「特に問題はない」との回答も 30％となっています。 

     前回のアンケート調査結果では、「人材不足」が最も多く、次いで「手間がかかる」、「資金

不足」となっており、「特に問題はない」との回答も 20％となっています。 

     環境への取り組みの障害は、前回調査結果よりも「資金不足」が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人材不足
手間がかか

る
資金不足

特に問題は
ない

時間不足 情報不足
取組の組織
を作ること
が難しい

取り組んで
いない

取引先や消
費者の協力
が得られな

い

その他

回答（社） 38 26 57 41 28 11 12 11 3 5

割合（％） 28.6 19.5 42.9 30.8 21.1 8.3 9.0 8.3 2.3 3.8

28.6

19.5

42.9

30.8

21.1

8.3

9.0

8.3

2.3

3.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

人材不足

手間がかかる

資金不足

特に問題はない

時間不足

情報不足

取組の組織を作ることが難しい

取り組んでいない

取引先や消費者の協力が得られない

その他

（％）

24

36

12

1

3

12

11

1

8

7

2

0

3

0

0

0

2

3

0

0

0 10 20 30 40

現在より積極的に行う

現状維持

社会情勢を見極めてから行動する

今後とも取り組む予定なし

（社）

10名未満 10名～20名 21名～50名 51名～100名 101名以上
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前回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○規模別（従業員数） 

     「資金不足」や「特に問題はない」、「人材不足」の回答が多くなっており、規模の違いによ

る大きな差は見られませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.5 

20.3 

19.6 

19.6 

18.8 

18.1 

13.8 

7.2 

3.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

人材不足

手間がかかる

資金不足

特に問題はない

時間不足

情報不足

取組の組織を作ることが難しい

取り組んでいない

取引先や消費者の協力が得られない

（％）

20

13

36

24

19

4

6

8

1

10

4

10

12

4

5

3

2

2

7

4

8

4

3

1

2

0

0

0

2

1

0

1

0

0

0

0

1

3

1

1

1

0

0

0

0

0 10 20 30 40

人材不足

手間がかかる

資金不足

特に問題はない

時間不足

情報不足

取組の組織を作ることが難しい

取り組んでいない

取引先や消費者の協力が得られない

（社）

10名未満 10名～20名 21名～50名 51名～100名 101名以上
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 質問 7 環境保全を行っていく上で、大田原市に期待することは何ですか。 

     大田原市に望むこととして最も多い回答は、「資金面での援助」で、次いで「環境情報の提

供」「ガイドライン等の策定」となっています。 

     前回のアンケート調査結果では、「環境情報の提供」が最も多く、次いで「資金面での援助」、 

「ガイドライン等の策定」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回アンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境情報の
提供

資金面での
援助

相談窓口の
開設

ガイドライ
ン等の策定

市民・事業
者・行政の
協働の場の
提供

特に期待す
ることはな
い

その他 未回答

回答（社） 33 42 5 13 4 23 2 11

割合（％） 24.8 31.5 3.8 9.8 3.0 17.3 1.5 8.3

24.8%

31.5%

3.8%

9.8%

3.0%

17.3%

1.5%
8.3%

環境情報の提供

資金面での援助

相談窓口の開設

ガイドライン等の策定

市民・事業者・行政の協働

の場の提供

特に期待することはない

その他

未回答

31.3%

15.9%

5.1%

18.1%

7.2%

3.6%

0.7%

18.1%

環境情報の提供

資金面での援助

相談窓口の開設

ガイドライン等の策定

市民・事業者・行政の協働

の場の提供

特に期待することはない

その他

未回答
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 自由意見 

   農村地域で廃ビニール等を自宅で焼却しているのが見られる。規制や監視の強化が必要。 

   畜産施設からの悪臭問題への対応。 

   下水道への接続等工事費用の補助金の支給による水質改善 

   子どもと参加するごみ拾い活動や緑化のイベントがあるといい。 

   森林や田畑の整備、川の土手や堤防の緑化により温暖化防止に寄与できるのではないか。 

   植樹等により大田原の緑豊かな自然を守って欲しい。 

   コンパクトシティ化を推進して欲しい。 

   公共の乗り物を増やして欲しい。 

   環境への配慮や地域貢献は企業としての使命であると思えます。 
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  計画策定の経緯 

   計画策定の経過 

平成 27 年 6 月 25 日 

第 1 回 庁内策定委員会 

 ○大田原市環境基本計画について 

 ○計画の策定スケジュールについて 

 ○第一次計画の実績及び課題の整理 

平成 27 年 7 月 
市民・事業者アンケート調査の実施 

 （市民 3,000 人 事業者 300 社） 

平成 27 年 7 月 7 日 

第 1 回 大田原市環境審議会 

 ○大田原市環境基本計画の見直しについて 

 ○見直し作業のスケジュール及び進め方について 

平成 27 年 10 月 21 日 

第 2 回 庁内策定委員会 

 ○アンケート調査結果及び進捗状況調査結果の評価について 

 ○大田原市環境基本計画（素案）について 

平成 27 年 11 月 24 日 
第 2 回 大田原市環境審議会 

 ○大田原市環境基本計画（素案）について 

 平成 27 年 12 月 28 日 

  ～平成 28 年 1 月 15 日 
パブリックコメントの意見募集 

平成 28 年 1 月 25 日 

第 3 回 庁内策定委員会 

 ○パブリックコメントの結果について 

 ○大田原市環境基本計画（最終素案）について 

 平成 28 年 2 月 17 日 

第 3 回 大田原市環境審議会 

 ○大田原市環境基本計画（素案）について 

 ○大田原市地球温暖化防止実行計画（素案）について 

 ○大田原市一般廃棄物処理基本計画[ごみ編]（素案）について 
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  大田原市環境審議会 

   大田原市環境審議会条例 

（昭和 47 年 4 月 1 日条例第 2 号） 

改正   昭和 62 年 12 月 28 日条例第 28 号  平成 6 年 9 月 29 日条例第 28 号 

平成 17 年  9 月 28 日条例第 73 号  平成 19 年 12 月 27 日条例第 41 号 

平成 23 年 3 月 23 日条例第 3 号                    

 

   （設置） 

  第 1 条 環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 44 条の規定に基づき、大田原市環境審議会（以

下「審議会」という。）を設置する。 

  （所掌事務） 

  第 2 条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事務を調査審議する。 

   （1） 環境保全対策の基本方針に関すること。 

   （2） 環境保全に関する重要施策の実施に関すること。 

   （3） その他環境保全対策に関し必要な事項。 

   （組織） 

  第 3 条 審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

   （委員） 

  第 4 条 委員は、関係機関並びに関係団体の役職員、市議会の議員、市の職員及び識見を有する者

のうちから市長が委嘱又は任命する。 

  2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。 

   （会長及び副会長） 

  第 5 条 審議会に会長及び副会長 1 人を置く。 

  2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

  3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

   （会議） 

  第 6 条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

  2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

  3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

   （専門委員） 

  第 7 条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

  2 専門委員は、学識経験者のうちから、会長の同意を得て市長が任命する。 

  3 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

   （関係人の出席） 

  第 8 条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求めてその意見を聞くことができ

る。 
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   （幹事） 

  第 9 条 審議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。 

  2 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

   （庶務） 

  第 10 条 審議会の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。 

   （規則への委任） 

  第 11 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和 62 年 12 月 28 日条例第 28 号）抄 

   （施行期日） 

  1 この条例は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則（平成 6 年 9 月 29 日条例第 28 号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 17 年 9 月 28 日条例第 73 号） 

  この条例は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。 

   附 則（平成 19 年 12 月 27 日条例第 41 号） 

  この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

   附 則（平成 23 年 3 月 23 日条例第 3 号） 

  この条例は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 
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   大田原市環境審議会名簿 

氏 名 所属等 備 考 

伊藤 直次 宇都宮大学大学院工学研究科教授 会長 

室井 祐之 大田原市区長連絡協議会会長 副会長 

前野 良三 大田原市議会民生常任委員長 ～平成 27 年 12 月 

高瀨 重嗣 大田原市議会民生常任委員長 平成 28 年 1 月～ 

小池 静司 
栃木県県北環境森林事務所 

環境部長補佐（総括）兼環境対策課長 

 

大栗 英行 
栃木県県北環境森林事務所 

森林部長補佐兼林業経営課長 

 

永山  林 大田原市副市長  

渡邉 勝美 大田原市保健委員会会長  

渡辺 陽子 大田原市女性団体連絡協議会会長  

高田  裕 大田原市小中学校長会会長  

玉木 勇介 社団法人那須野ヶ原青年会議所  

上田 和久 野崎工業団地連絡協議会会長  

富沢  勝 野崎第２工業団地連絡協議会会長  

菊地 秀俊 那須野農業協同組合代表理事専務  

玉木  茂 大田原市商工団体連絡協議会会長  

高橋 啓一 なかがわ水遊園園長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境審議会 
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  ◆大田原市環境基本計画（案）の諮問、答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大 生 第１０９号  

平成２７年７月７日  

 

大田原市環境審議会長 様  

 

大田原市長 津久井 富 雄  

 

大田原市環境基本計画の見直しについて（諮問）  

 

大田原市環境審議会条例第２条の規定に基づき、大田原市環境基本計画の見直

しについて貴審議会の意見を求めます。  

なお、答申は平成２８年２月１５日までにお願いいたします。  

 

諮問趣旨  

環境基本法第７条による地方公共団体の責務を果たすため定められた大田原市

環境基本計画は、健康で快適な生活環境を確保し、豊かで美しい環境を後世に引

き継いでいくことを目指し、１０年先を見据えた環境施策の指針としたものであ

ります。  

本市としましては、社会経済の進展に伴う課題や、市民、事業者、行政が果た

すべき新たな役割などを捉え新時代に的確に応えるため、今後１０年間を施策期

間とした新たな大田原市環境基本計画が求められていると考えており、見直しに

あたり貴審議会の意見を求めます。  

 

諮問項目  

１．環境施策等に対し市民が果たすべき事項  

２．環境施策等に対し事業者が果たすべき事項  

３．環境施策等に対し行政が果たすべき事項  

４．その他環境施策に対し調査研究等が必要と思われる事項  
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平成２８年３月１８日  

 

大田原市長 津久井 富雄 様  

 

大田原市環境審議会  

会長 伊 藤 直 次  

 

環境基本計画について（答申）  

 

平成２７年７月７日付け大生第１０９号で大田原市環境審議会に対してなされました「大

田原市環境基本計画について（諮問）」につきましては、本審議会において別添（素案）のと

おりとすることが適当であるとの結論を得ましたので、次の意見を付して答申します。  

 

 

計画に掲げる望ましい環境像である「かけがえのない環境を子どもたちに引き継ぐために」

を実現するため、指標の達成に向けた各施策の実施にあたっては、全庁的な取り組みがなさ

れるよう期待します。  
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  関係条例 

   大田原市の豊かで美しい環境を守り、創造し、後世に引き継ぐ条例 

（平成 8 年 4 月 1 日条例第 1 号） 

改正   平成 26 年 6 月 30 日条例第 21 号 

 

    第 1 章 総則 

     第 1 節 通則 

   （目的） 

  第 1 条 この条例は、豊かで美しい自然と人間との共生を願い、環境を守り、創造し、後世に引き

継ぐため、市民参画による「環境保全都市大田原」の実現を目的とする。 

   （定義） 

  第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

   （1） 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の

原因となるおそれのあるものをいう。 

   （2） 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲

にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、

人の健康又は生活環境に係る被害を生ずることをいう。 

   （3） 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の

死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによって

汚染されたものを除く。）をいう。 

   （4） 所有者等 所有者、占有者又は管理者をいう。 

   （5） 市民等 市民及び市内に滞在する者（市内を通過する者を含む。）をいう。 

   （6） 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。 

   （7） 空き缶等 空き缶、空きびん、プラスチック容器その他の容器をいう。 

   （8） 空き地 所有者等が利用していない土地をいう。 

   （環境の恵沢の享受と継承等） 

  第 3 条 健全で恵み豊かな環境の維持が市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないもので 

あり、生態系の微妙な均衡を保つことを含む環境こそ人類の存続の基盤である。現在及び将来の

世代の市民が環境の恵沢を十分に享受することができるよう環境の保全と創造に関する施策は

積極的に推進されなければならない。 

     第 2 節 市の基本的責務 

   （市の基本的責務） 

  第 4 条 市は、「環境保全都市大田原」の実現のため総合的、体系的な施策を策定し、実施する責

務を有する。 
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     第 3 節 事業者の基本的責務 

   （事業者の基本的責務） 

  第 5 条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために、自らの責任と負担におい

て必要な措置を講ずる責務を有するとともに、環境への負荷の低減に積極的に努めなければなら

ない。 

  2 事業者は、その事業活動を行うにあたっては、公害の生ずるおそれがあるものを厳重に管理監

視し、公害、その他自然環境又は市民の生活環境に支障を及ぼす行為に係る紛争が生じたときは、

速やかに誠意をもってその解決に努めなければならない。 

  3 前各項に定めるもののほか、事業者は、市が実施する環境施策に協力するものとする。 

     第 4 節 市民の基本的責務 

   （市民の基本的責務） 

  第 6 条 市民は、日常生活から生ずる環境への負荷の低減に努め、自然環境の保全と環境にやさし

いまちづくりのための活動を自ら積極的に行うものとする。 

  2 市民は、市が実施する環境施策に参画し協力するものとする。 

    第 2 章 自然環境の保全 

     第 1 節 自然環境の保全 

   （自然環境の保全） 

  第 7 条 市、事業者及び市民は、それぞれの立場において自然環境や美しい景観の保全と生態系の

多様性の確保に努めなければならない。 

   （自然とのふれあいの促進） 

  第 8 条 市は、人が自然と共生することの大切さについて理解を促し、市民が自然とふれあうため

の施設の整備及びそのための機会提供に努めなければならない。 

     第 2 節 緑化の推進 

   （緑化の推進） 

  第 9 条 市は、その管理する公園、道路その他の公共施設において、地域環境との融合を考慮して

樹木及び花きの植栽を行うなど、緑化推進に努めなければならない。 

   （事業者の緑化推進） 

  第 10 条 事業者は、事業地内の自然緑地の確保に努め、又は樹木及び花きの植栽を行うなど緑化

推進に積極的に努めなければならない。 

   （地域の緑化） 

  第 11 条 市民は、すすんで樹木及び花きの植栽を行うなど、緑豊かな地域環境の育成に努めなけ

ればならない。 
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    第 3 章 生活環境の保全 

     第 1 節 不法投棄の禁止 

   （不法投棄の禁止及び清潔の保持） 

  第 12 条 何人も、みだりに道路、河川、水路、公園、広場その他の公共の場所（以下「道路等」

という。）及び他人の所有、占有又は管理する場所（以下「他人の所有地等」という。）に廃棄物

を投棄し、又は汚してはならない。 

  2 土地及び建物の所有者等は、当該土地及び建物を常に清潔に保ち、環境美化に努めなければな

らない。 

  3 市民等は、畜犬を飼養する場合は、当該畜犬のふんなどで道路等を汚すことのないよう適切な

措置を講じなければならない。 

   （空き缶等の投げ捨て禁止） 

  第 13 条 何人も、空き缶等を道路等へ投棄してはならない。 

  2 市民等は、屋外において喫煙をする場合は、適切な措置を講じ、道路等へ吸い殻、空き箱等を

投棄してはならない。 

   （空き缶等の散乱防止） 

  第 14 条 自動販売機設置者は、空き缶等の回収容器を当該自動販売機付近に設置するなど、適正

に維持管理を行い、清潔を保持しなければならない。 

   （自転車の放置の禁止） 

  第 15 条 何人も、自転車を道路等及び他人の所有地等に放置してはならない。 

     第 2 節 空き地の適正管理 

   （適正管理） 

  第 16 条 空き地の所有者等は、当該土地について、廃棄物の投棄等により近隣の環境が損なわれ

ないよう適正に管理しなければならない。 

  2 空き地の所有者等は、その住所、氏名及び電話番号を当該空き地の見やすい所に標示するよう

努めなければならない。 

     第 3 節 生活排水の処理 

   （生活排水の処理） 

  第 17 条 市の公共下水道事業認可区域、特定環境保全公共下水道事業認可区域及び農業集落排水

事業採択区域を除く区域に生活排水を排出しようとする者は、排水処理施設を設置し、地下水、

河川等の水質の汚濁防止に努めなければならない。 

     第 4 節 住宅地近隣の騒音、振動、悪臭等防止 

   （住宅地近隣の騒音等の防止） 

  第 18 条 何人も、他人の迷惑となる騒音、振動、悪臭及びばい煙を発生させないよう努めなけれ

ばならない。 
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     第 5 節 違反者に対する措置等 

   （助言、指導及び勧告） 

  第 19 条 市長は、第 14 条に違反し、又は空き地の所有者等が当該空き地の雑草の繁茂や枯れ草

の密集等により、著しく環境を阻害し、又は廃棄物が不法に投棄される恐れがあると認めるとき

は、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。 

  2 市長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該土地等が管理不全

な状態にあると認めるときは、当該土地等の所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講

ずるよう勧告することができる。 

   （命令） 

  第 19 条の 2 市長は、前条第 2 項の規定による勧告を受けた所有者等が、正当な理由なく当該勧

告に従わないときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずるこ

とができる。 

   （公表） 

  第 19 条の 3 市長は、前条の規定による命令を受けた当該所有者等が、正当な理由なく当該命令

に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

   （1） 命令に従わない者の住所及び氏名（法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称

及び代表者の氏名） 

   （2） 命令の対象である土地等の所在地 

   （3） 命令の内容 

   （4） 前 3 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

  2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる

機会を与えなければならない。 

    第 4 章 公害の防止 

     第 1 節 公害防止対策 

   （公害防止対策） 

  第 20 条 市は、市民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、公害防止に関する総合的か

つ計画的な施策を講じなければならない。 

   （体制の整備） 

  第 21 条 市は、公害の状況の把握及び公害の防止に必要な監視、測定及び検査のための体制の整

備に努めなければならない。 

  2 市は、事業者が事業活動によって、公害を発生させることのないよう適切な指導を講じなけれ

ばならない。 

  3 市は、公害に関する苦情の処理に関する体制を整備し、県及び他の行政機関と協力して適切な

処理に努めなければならない。 
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    第 2 節 環境保全協定の締結 

   （環境保全協定の締結） 

  第 22 条 市は、事業活動に伴う環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要があると認めた

場合は、事業者に対し環境保全協定の締結を求めることができる。 

  2 事業者は、前項の協定締結に応じなければならない。 

  3 環境保全協定の内容については、規則で定める。 

    第 5 章 環境教育の推進 

     第 1 節 環境教育の推進 

   （生涯にわたる環境教育の推進） 

  第 23 条 市は、市民の生涯にわたる環境に関する学習を支援するため、次の施策を計画的に実施

するものとする。 

   （1） 学校教育における環境教育の推進 

   （2） 市民の環境に関する学習活動の支援 

   （3） 環境の保全及び創造等に関する広報活動 

   （4） 前 3 号に掲げるもののほか、環境教育のために必要な施策 

   （学習活動の推進） 

  第 24 条 市民は、自然環境の保全と生活環境の保全の重要性を認識し、自らすすんで環境に関す

る学習に取り組み、又は地域ぐるみで環境に関する学習活動に努め、市の実施する環境教育活動

に積極的に参加するものとする。 

  2 事業者は、その雇用する従業員の環境に関する学習を積極的に実施し、又は市の実施する環境

教育活動に当該従業員を参加させるよう努めなければならない。 

     第 2 節 情報の提供 

   （情報の提供） 

  第 25 条 市は、環境に関する情報を常に把握し、プライバシーの保護に配慮しつつ、適切な情報

の提供に努めなければならない。 

     第 3 節 指導者及び団体の育成 

   （指導者及び団体の育成） 

  第 26 条 市は、市民の環境保全に関する活動が主体的行動に結びつくよう指導者及び団体の育成

に努めなければならない。 

    第 6 章 地球環境保全への貢献 

   （地球環境保全への貢献） 

  第 27 条 市は、エネルギーの有効利用、資源の再利用、オゾン層の保護、地球温暖化の防止その

他地球規模での環境保全について、国若しくは他の地方公共団体又は関係機関等との連携により

積極的に貢献するよう努めなければならない。 
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    第 7 章 補則 

   （環境保全活動に対する支援等） 

  第 28 条 市は、市民、事業者及び団体が自主的に行う緑豊かな潤いのある環境づくりのための緑

化推進活動、資源の再利用促進のための回収活動、その他環境にやさしいまちづくりに関する活

動を促進するため、技術的指導、財政的支援、顕彰等その他必要な措置を講ずるものとする。 

  2 市は、特に必要があるときは、市民及び事業者が環境への負荷の低減を図るための施設の整備

等について、財政的支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

   （立入調査等） 

  第 29 条 市は、この条例の施行について必要があると認めるときは、市長の指定する職員をして

必要とする場所に立ち入らせ、調査をすることができる。 

  2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があっ

たときは、これを掲示しなければならない。 

   （規則への委任） 

  第 30 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 29 条、第 30 条及び第 31 条の規定については、

平成 8年 7 月 1 日から施行する。 

   附 則（平成 26 年 6 月 30 日条例第 21 号） 

  この条例は、平成 26 年 9 月 1 日から施行する。 
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   大田原市の豊かで美しい環境を守り、創造し、後世に引き継ぐ条例施行規則 

（平成 26 年 6 月 30 日規則第 28 号） 

大田原市の豊かで美しい環境を守り、創造し、後世に引き継ぐ条例施行規則（平成 8 年規則第 5

号）の全部を改正する。 

 

   （趣旨） 

  第 1 条 この規則は、大田原市の豊かで美しい環境を守り、創造し、後世に引き継ぐ条例（平成 8

年条例第 1 号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

   （環境保全協定） 

  第 2 条 条例第 22 条第 3 項の規定による環境保全協定の内容については、次のとおりとする。 

   （1） 協定の目的 

   （2） 公害防止対策 

   （3） 環境保全及び創造に関する事項 

   （4） 被害補償 

   （5） その他市長が必要と認める事項 

   （身分証明書） 

  第 3 条 条例第 29 条第 2 項の規定に基づく身分証明書は、様式第 1 号のとおりとする。 

   （助言、指導及び勧告） 

  第 4 条 条例第 19 条第 1 項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。 

  2 条例第 19 条第 1 項の規定による指導は、大田原市空き地等の適正管理に関する指導書（様式

第 2 号）により行うものとする。 

  3 条例第19条第2項による勧告は、大田原市空き地等の適正管理に関する勧告書（様式第3号）

により行うものとする。 

   （命令） 

  第 5 条 条例第 19 条の 2 の規定による命令は、大田原市空き地等の適正管理に関する命令書（様

式第 4 号）により行うものとする。 

   （公表） 

  第 6 条 条例第 19 条の 3 第 1 項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

   （1） 大田原市公告式条例（昭和 29 年条例第 2 号）第 2 条に定める掲示場への掲示 

   （2） 市のインターネット・ホームページへの掲載 

   （3） その他市長が必要と認める方法 

   （公表に対する意見） 

  第 7 条 市長は、条例第 19 条の 3 第 2 項の規定により、所有者等に意見を述べる機会を与える

ときは、大田原市空き地等の適正管理に関する意見陳述機会（公表）の付与通知書（様式第 5 号）

により、条例第 19 条の 2 の規定により命令を受けた者に通知するものとする。 

  2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日の翌日から起

算して 20 日以内に、大田原市空き地等の適正処理に関する公表に対する意見書（様式第 6 号）

により意見を述べなければならない。 
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   （委任） 

  第 8 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

     附 則 

   この規則は平成 26 年 9 月 1 日から施行する。 
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  用語解説 

 

 

ISO14001 

国際標準化機構（International Organization 

for Standardization）が運営する環境マネジメ

ントシステムに関する国際規格、事業活動におい

て環境保全対策を計画・実施し、その結果を評

価・見直ししていくことで環境負荷の低減を継続

的に推進する仕組みをいいます。 

 

アイドリングストップ 

  信号まち、荷物の上げ下ろし、短時間の買い物

などの駐停車の時に、自動車のエンジンを停止さ

せることをいいます。 

 

一般廃棄物 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第

2 項において、産業廃棄物以外の廃棄物をいいま

す。 

 

エコアクション 21 

  環境省が策定した「エコアクション 21 ガイド

ライン」に基づき、環境への目標を持ち、行動し、

結果をとりまとめ、評価する環境経営システムを

構築、運用、維持するとともに、社会との環境コ

ミュニケーションを行うための方法に取り組ん

でいる事業者等を認証し登録する制度です。特に、

中小事業者に広がっています。 

 

エコキーパー 

  栃木県では、事業所における自主的な地球温暖

化対策を促進するため、事業活動において地球温

暖化対策に優れた取り組みを実施している事業

所を「エコキ－パ－事業所」として認定していま

す。 

 

 

 

 

 

 

エコツーリズム 

  自然の生態系や歴史的文化的な遺産の保護と

保全という活動に、観光という余暇活動が加わっ

た生態系の維持と保護を意識した旅行のことを

いいます。 

 

エコファーマー 

  「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法

律」に基づき、土づくりと化学肥料・化学農薬の

使用の低減を一体的に行う農業生産を計画し、知

事の認定を受けた農業者をエコファーマーとい

います。 

 

LED 

  通常の電球や蛍光灯にかわり、省電力で長寿命

な発光ダイオードを用いた照明のことで、省エネ

ルギーの効果が高いことから、全国の公共機関等

で採用されています。  

 

オゾン層 

  地球の成層圏に存在する比較的オゾン濃度の

高い層で、太陽光に含まれる有害な紫外線の大部

分を吸収し、地球上の生物を守る役割を果たして

います。 

 

温室効果ガス 

  大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは太

陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働き

があります。これらのガスを温室効果ガスといい

ます。温室効果ガスとしては、二酸化炭素、メタ

ン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、

パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三フッ化

窒素が主な 7 物質となります。 

 

 

あ 行 
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外来種 

  外国に分布していた生物のうち、なんらかの要

因で日本にも分布するようになった種のことで

す。移入種と外来種には差異はないものとするも

のや、外来種は人為的要因が強く、移入種は自発

的要因を含むとしているものもあります。本計画

では、外来種は人為的要因が強く、移入種は自発

的要因を含むものととらえ表記しました。 

 

化石燃料 

  生物の死骸や枯れた植物などが地中で変質し

てできた燃料のことをいいます。石油や石炭、天

然ガスなどがあり、エネルギーの約 85％は化石

燃料から得ていますが、大気汚染や地球温暖化、

酸性雨などの原因となるほか、再生産ができず有

限であることから、使用量の削減や化石燃料に代

わる新たなエネルギーの確保が課題となってい

ます。 

 

合併処理浄化槽 

  し尿と雑排水を併せて処理することができる

浄化槽のことです。生活排水は、河川などの水質

汚濁の原因となっており、浄化槽法の改正により

（平成 13 年度施行）、浄化槽の新設時には合併処

理浄化槽の設置が義務付けられています。 

 

感覚公害 

  悪臭、騒音、振動など、人の感覚を刺激して、

不快感として受け止められる公害のことをいい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基準 

  環境基本法の第 16 条に基づいて、政府が定め

る環境保全行政上の目標で、人の健康を保護し、

生活環境を保全する上で維持されることが望ま

しい基準をいいます。大気汚染、水質汚濁、土壌

汚染、騒音などに関する環境基準を定めています。

ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類特別

措置法を根拠として、大気汚染、水質汚濁及び土

壌汚染の環境基準が定められています。 

 

環境マネジメントシステム 

  企業などが環境保全のための行動を計画、実行、

評価するために方針や目標、計画などを定め、こ

れを実行、点検して見直すシステムのことをいい

ます。 

 

揮発性有機化合物 

  常温、常圧で空気中に揮発しやすい有機化合物

で、石油由来のベンゼン、トルエン、キシレンな

どの炭化水素類や、トリクロロエチレン、テトラ

クロロエチレン。ジクロロメタンなどの有機塩素

系化合物があります。揮発すると大気汚染物質と

なり、水に溶けると土壌や地下水汚染の原因物質

となります。いずれも発がん性があり、排出基準

や環境基準が定められています。 

 

グリーン購入 

環境に与える負担ができるだけ小さい製品を

優先的に購入することをいいます。 

 

クリーンエネルギー自動車 

  従来のガソリン車やディーゼル車に比べ、排出

ガス中の汚染物質の量や騒音、化石燃料の使用量

が少ない自動車のことです。本市では、電気自動

車とプラグインハイブリッド自動車をクリーン

エネルギー自動車として購入の補助を行ってい

ます。 
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光化学オキシダント 

  工場や自動車から排出される大気中の窒素酸

化物や炭化水素などが紫外線に反応してつくら

れるオゾンやアルデヒドなどの酸化力の強い大

気汚染物質のことをいいます。眼や気道の健康障

害が起こる光化学スモッグなどの原因になりま

す。 

 

光化学スモッグ 

  工場や自動車から排出される大気中の窒素酸

化物や炭化水素などが紫外線に反応してつくら

れるオゾンやアルデヒド、エアロゾルが空中に停

留してスモッグ状になることをいいます。人の健

康に悪影響を及ぼすため、大気汚染として問題視

されています。 

 

こどもエコクラブ 

  環境省では、平成 7 年から地域において環境保

全に関する活動を行う数人～20 人程度の小・中

学校等のグループを「こどもエコクラブ」として

登録し、様々な活動のための支援を行っています。 

 

 

 

再生可能エネルギー 

  太陽光や太陽熱、中小水力や風力、バイオマス、

地熱など、再生可能な特徴を持った次世代のエネ

ルギーをいいます。 

 

里地里山 

  都市と自然との間に位置する山あいなどの集

落（民家）とこれらを取り巻く林地や農地、川、

池などを1つのまとまりとしてとらえた地域概念

のことをいいます。一般的に、集落を取り巻く林

地を里山、それに農地などを含めた地域を里地と

呼んでいます。 

 

 

 

次世代自動車 

  従来のガソリン車やディーゼル車に比べ、排出

ガス中の汚染物質の量や騒音、化石燃料の使用量

が少ない自動車のことです。電気自動車、バイオ

燃料自動車、天然ガス自動車、燃料電池自動車、

ハイブリッド自動車、水素自動車などをいいます。 

 

循環型社会 

  有限である資源を効率よく使うとともに、可能

な限り再生産し、資源が輪のように循環する社会

の考え方です。 

 

生物化学的酸素要求量（BOD） 

  水中の有機物を微生物が分解した際に消費さ

れる酸素の量で、河川の有機汚濁を測る指標。有

機汚濁物質が多いほど高い数値を示します。 

 

生物多様性 

  地球上の生物は、約 40 億年に及ぶ進化の過程

で多様に分化し、生息場所に応じた相互の関係を

築きながら、地球の生命体を形づくっています。

このような多様な生物の世界を「生物多様性」と

いいます。生物多様性は、生態系のバランスを維

持する上で重要であるばかりでなく、私たち人間 

の生活にも計り知れない恵みをもたらしていま

す。 

 

 

 

ダイオキシン類 

  ポリ塩化ジベンゾパラダイオキシンとポリ塩

化ジベンゾフランの総称。ごく微量でも発がん性

や胎児に奇形を生じさせるような性質を持つと

言われています。塩素を含むプラスチック類の燃

焼などに伴って発生するため、ごみ焼却施設など

からの発生が問題となっています。 

 

さ 行 
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地球温暖化 

  大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは太

陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める効果

があります。近年、化石燃料の燃焼等の人間活動

の拡大に伴い、大気中の温室効果ガスが増加して

おり、将来地球の気温が上昇し、生活環境や生態

系へ大きな影響を及ぼすことが懸念されていま

す。1990 年から 2100 年までの間に、地球の

平均地上気温は 1.4～5.8℃上昇し、海面水位は

9～88cm 上昇すると予測されています。 

 

畜産クラスター 

  畜産農家と地域の畜産関係者（流通加工業者、

農業団体、行政等）がぶどうの房（クラスター）

のように、一体的に結集することで、畜産の収益

性を地域全体で向上させるための取り組みです。

農林水産省が全国的に推進しています。 

 

地産地消 

  地元生産、地元消費の略語で、地元で生産され

たものを地元で消費するということです。地域の

農業と関連産業の活性化により、農地及び森林の

保全が期待されます。また、輸送による二酸化炭

素の排出も減らすことができます。 

 

特定外来種 

  外来種（海外起源の外来種）であって、生態系、

人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、

または及ぼすおそれのあるものの中から指定さ

れています。生きているものに限られ、卵、種子、

器官なども含まれます。 

 

 

 

二酸化窒素 

  物の燃焼によって発生します。呼吸器系の疾患

の原因となっています。 

 

 

 

バイオマスエネルギー 

  バイオ（生物資源）とマス（量）を組み合わせ

た言葉で、再生可能な生物由来の有機性資源で化

石燃料を除いたものをバイオマスといい、それを

もとに発生するエネルギーをいいます。バイオマ

スの種類としては、紙、家畜ふん尿、食品残渣、

木材などがあります。 

 

微小粒子状物質（PM2.5） 

  大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒子の大

きさが2.5μm以下の非常に小さな粒子のことで

す。物の燃焼などにより排出されるものと、大気

中での化学反応により生成されるもの、自然由来

のものがあります。粒径が非常に小さいため、肺

の奥深くまで入りやすく呼吸器系疾患のほか循

環器系への影響が懸念されます。 

 

ヒートアイランド現象 

  都市部において、高密度にエネルギーが消費さ

れ、また、地面の大部分がコンクリートやアスフ 

ァルトで覆われているために水分の蒸発による

気温の低下が妨げられて、郊外部よりも気温が高

くなる現象をいいます。 

 

浮遊粒子状物質 

  大気中に浮遊している粒子状物質のうち粒径

が 10μm 以下のものです。発生源は工場のばい

煙、自動車排出ガスなどの人の活動に伴うものの

ほか、自然界由来（火山、森林火災など）のもの

があります。粒径により呼吸器系の各部位へ沈着

し人の健康に影響を及ぼします。 

 

 

 

 

 

な 行 
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フロン 

  フッ素を含む炭化水素の総称。無害で安定した

物質であるため、冷媒、洗浄剤、発泡剤などに使

われますが、大気中に放出するとオゾン層の破壊

や温暖化の原因となります。 

 

放射性物質 

  放射線を出す性質を持つ物質のことで、その性

質を放射能といいます。 
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